
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
工作物を工作物スピンドルに取り付け、その工作物スピンドルの回転軸に対して直角また
は傾斜させて設置した研削スピンドルに設けた研削砥石を工作物に押しつけ、さらに、工
作物スピンドルの回転軸と

が一致するように同期させな
がら研削砥石を制御して回転するとともに、同時に前記加工痕に切り込みを与えるように
して工作物上に凹面の球面形状の穴を研削することを特徴とするマイクロレンズアレイの
成形型の研削方法。
【請求項２】
前記穴加工を、工作物の位置を変えて一連の動作を複数回繰り返すことにより、複数の凹
面で構成されることを特徴とする請求項１に記載のマイクロレンズアレイの成形型の研削
方法。
【請求項３】
前記研削砥石は、工作物スピンドルの回転軸と研削スピンドルの回転軸がなす角が直角の
場合は、研削砥石として円盤状または球状の研削砥石のいずれか一つを用いて研削するこ
とを特徴とする請求項１または請求項２に記載のマイクロレンズアレイの成形型の研削方
法。
【請求項４】
前記研削砥石は、工作物スピンドルの回転軸と研削スピンドルの回転軸がなす角が４５度
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の場合は、研削砥石として円柱状または楕円体状または球状の研削砥石のいずれか一つを
用いて研削することを特徴とする請求項１または請求項２に記載のマイクロレンズアレイ
の成形型の研削方法。
【請求項５】
前記研削砥石と工作物の間に遊離砥粒を附加して加工することを特徴とする請求項１～請
求項４のいずれかに記載のマイクロレンズアレイの成形型の研削方法。
【請求項６】
前記請求項１～５に記載した研削方法に使用する研削装置であって、同装置は、工作物を
保持する工作物スピンドルと、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向に移動するテーブル上に設
けられ、かつ、その工作物スピンドルの回転軸に対して直角または傾斜させて配置可能な
研削スピンドルと、この研削スピンドルに取り付けた状態で工作物に対して押し付けるこ
とができる研削砥石と、前記スピンドルの回転軸と

が
するとともに 制

御手段を備えていること特徴とするマイクロレンズアレイの成形型の研削装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、多数の凹面形状の球面で構成される複雑形状の工作物を高精度に加工する精密
加工方法に関するものであり、特に多数のマイクロレンズを凝集して構成したマイクロレ
ンズアレイの成形型を精密に研削する研削加工方法およびその装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
多数のマイクロレンズを凝集して構成したマイクロレンズアレイは情報伝達量の大容量化
や、次世代半導体露光装置における露光の微細化を実現することが可能であるため、その
開発と高精度化が期待されている。
近年光通信デバイスの情報伝達量の大容量化や、次世代半導体露光装置における露光の微
細化が進んでいる。これを実現するために有望視されているのが、特に多数のマイクロレ
ンズを凝集したマイクロレンズアレイである。このマイクロレンズアレイを精密に量産す
るには、多数の凹面形状の穴が凝集されたマイクロレンズアレイレンズ成形型を用いて射
出成形またはガラスプレス法を用いて量産する必要がある。この重要なマイクロレンズア
レイ成形型として、特許文献１、非特許文献１に記載されているもの等が従来の代表的な
精密加工方法である。
【０００３】
【特許文献１】
特開平１２－２４６６１４号公報（請求項１）
【非特許文献１】
２００１年度精密学会学術講演論文集１３９ページ
【０００４】
前記特許文献１に記載されたものは、軟らかい金属材料の型しか鏡面加工できず、さらに
穴の形にそって全面をスキャンするため多数のレンズ穴を加工する場合には膨大な加工時
間を要する等の問題がある。
【０００５】
また、前記非特許文献１に開示されている加工方法を要約して述べると、図９に示すよう
に、工作物の被加工面をΔＸ、ΔＹのピッチで碁盤目状に分割し、それぞれの点を通過す
るように直線補間することにより、先端が円弧形状になったアールバイトをＸ方向に駆動
する。さらにΔＹの送りを与えてバイトを同様にＸ方向に駆動し、これらの一連の走査を
繰り返して多数のレンズ形状を創成する。この際、アールバイトの刃先を切削点が円弧状
に移動するため、刃先が円弧形状となったアールバイトの切れ刃半径とバイトのすくい角
を考慮に入れて、複雑なバイトの軌跡を計算する必要がある。またこの従来法では工具に
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単結晶ダイヤモンドバイトを用いるため金属材料の型しか鏡面加工できず、強いては、成
形レンズ材料は成形温度が低いプラスチックしか不可能である。また全面をスキャンする
ため膨大な加工時間を要するなど問題点がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
今後、マイクロレンズアレイは情報伝達量の大容量化や、次世代半導体露光装置における
露光の微細化を実現することが可能であるためそのマイクロレンズアレイの開発と高精度
化が必要となってくる。このようなデバイスの開発と高精度化には多数のマイクロレンズ
を凝集されたマイクロレンズアレイを成形する成形型を精密に加工する精密加工方法（研
削方法）の開発が必要である。しかしながら、従来の方法では金属しか加工できず、強い
ては融点の高いガラスレンズは成形できず融点の低いプラスチックしか成形できない。ま
た、全面をスキャンするため膨大な加工時間を要するなど問題点がある。
【０００７】
そこで本発明は、マイクロレンズアレイを成形するために用いられる複数の凹面（球面）
で構成されるマイクロレンズアレイの成形型の研削方法およびその装置を提供し、上記問
題点を解決することを目的とする。
【０００８】
本発明は、工作物スピンドルの回転軸に対して直角または傾斜させて設置した研削スピン
ドルに設けた研削砥石を工作物に押しつけ、工作物スピンドルの回転軸と工作物の加工点
の中心との距離を一定にたもちながら、回転する工作物の回転と同じ方向に、かつ、同じ
速度で前記研削砥石を旋回させて凹面の球面形状の穴を精密加工するものであり、この精
密加工法によってマイクロレンズアレイを成形するために用いられる複数の凹面（球面）
で構成されるマイクロレンズアレイ成形型を高精度に、すなわち形状精度（真球度）、表
面あらさ、各レンズ間のピッチを高精度に加工することができる。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
このため、本発明が採用した技術解決手段は、
　工作物を工作物スピンドルに取り付け、その工作物スピンドルの回転軸に対して直角ま
たは傾斜させて設置した研削スピンドルに設けた研削砥石を工作物に押しつけ、さらに、
工作物スピンドルの回転軸と

が一致するように同期させ
ながら研削砥石を制御して回転するとともに、同時に前記加工痕に切り込みを与えるよう
にして工作物上に凹面の球面形状の穴を研削することを特徴とするマイクロレンズアレイ
の成形型の研削方法である。
　また、前記穴加工を、工作物の位置を変えて一連の動作を複数回繰り返すことにより、
複数の凹面で構成されることを特徴とするマイクロレンズアレイの成形型の研削方法であ
る。
　また、前記研削砥石は、工作物スピンドルの回転軸と研削スピンドルの回転軸がなす角
が直角の場合は、研削砥石として円盤状または球状の研削砥石のいずれか一つを用いて研
削することを特徴とするマイクロレンズアレイの成形型の研削方法である。
　また、前記研削砥石は、工作物スピンドルの回転軸と研削スピンドルの回転軸がなす角
が４５度の場合は、研削砥石として円柱状または楕円体状または球状の研削砥石のいずれ
か一つを用いて研削することを特徴とするマイクロレンズアレイの成形型の研削方法であ
る。
　また、前記研削砥石と工作物の間に遊離砥粒を附加して加工することを特徴とするマイ
クロレンズアレイの成形型の研削方法である。
　また、前記研削方法に使用する研削装置であって、同装置は、工作物を保持する工作物
スピンドルと、Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向に移動するテーブル上に設けられ、かつ、
その工作物スピンドルの回転軸に対して直角または傾斜させて配置可能な研削スピンドル
と、この研削スピンドルに取り付けた状態で工作物に対して押し付けることができる研削
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砥石と、前記スピンドルの回転軸と
が

するとともに 制御手段を備えて
いること特徴とするマイクロレンズアレイの成形型の研削装置である。
【００１０】
【実施の形態】
以下本発明の実施形態を図面を参照して説明すると、図１は本発明にかかるマイクロレン
ズアレイの成形型の研削方法に用いる装置の構成図、図２は同装置の工作物と研削砥石の
拡大図である。
図において１は仕上げ後にマイクロレンズアレイの成形型となる工作物、１ａは工作物の
回転基準、２は研削砥石、３は研削砥石２が取り付けられる研削スピンドル、４は工作物
１が取り付けられる主軸（工作物スピンドル）、５は主軸モータ、６は回転する研削砥石
と研削スピンドルをＸ軸方向に駆動するＸ軸テーブル、７はＹ軸テーブル、８はＺ軸テー
ブル、９は研削砥石２により加工される研削痕（穴）である。マイクロレンズアレイの成
形型となる工作物１は主軸４に取り付けられ仕上げ加工される。
【００１１】
図３は目標工作物の形状の例で、マイクロレンズアレイ成形型の形状である。工作物１に
は球面形状（凹面）の穴９が加工される。Ｘ軸方向のピッチがΔＸ、Ｙ軸方向のピッチが
ΔＹである。このそれぞれの穴がレンズ型になる。ここでは図３に示すように５個×３列
（計１５個）のレンズ型が凝集されたマイクロレンズアレイ成形型の加工を例に挙げてい
るが、本発明の適応工作物の形状はこれに限るものでなく、その数に限定されることはな
い。工作物のセッティングは工作物の回転基準１ａを基準に主軸４に取り付けられている
。
【００１２】
上記装置を使用してＸ軸方向のピッチΔＸ、Ｙ軸方向のピッチΔＹで多数の球面形状（凹
面）の穴が掘られたマイクロレンズアレイ成形型の加工原理を説明する。図４はマイクロ
レンズアレイにおける１つの球面形状（凹面）の穴を高精度に加工するための原理図（三
次元）、図５は工作物の回転軸方向からみた正面図であり、これらの図を参照しながら加
工原理を説明する。
【００１３】
　主軸（回転方向がＣ方向）４が回転するに伴い工作物１も回転する。それに応じて、研
削砥石２もＸ軸とＹ軸を同時制御して円弧形状に軌跡を描かせながら駆動する。ここでは
工作物の回転に伴う加工痕（球面形状の穴）の回転と、研削砥石の駆動軌跡が一致するよ
うに同期させながら駆動する。同時にさらにＺ軸方向に切り込みを与えることにより、球
面形状の穴を真球度かつ表面を良好に加工することができる。なお、前記研削砥石と工作
物の間に適宜手段により遊離砥粒を附加して加工する さらに高精度の研削が
可能となる。
【００１４】
このような穴加工は、一つの加工痕（球面形状の穴）を中心にみると研削砥石が旋回しな
がらＺ軸方向に切り込むのと同等であり、研削砥石上の砥粒の切削方向が３６０度移動す
るため非常に良好な表面あらさが得られる。同様にして研削砥石と工作物の位置を変えて
同様の走査を繰り返し、多数の加工痕（球面形状の穴）を作成し、マイクロレンズアレイ
成形型が精度よく加工される。
【００１５】
研削砥石の軌跡を図６を用いて数式的に説明する。
工作物上のあるひとつの（ｉ  ，ｊ）番目の

、主軸上の回転半径ｒｉｊ，および回転角Ｃｏｉｊ  は次式で表される
。
【００１６】
【数１】
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ことにより、

加工痕（球面形状の穴）の座標を（Ｘｏｉ，
Ｙｏｊ）とすると



　
　
　
　
【００１７】
【数２】
　
　
　
　
工作物主軸の任意の回転角Ｃ i jにおける研削砥石の座標（Ｘ i j，Ｙ i j）は次式で表される
。
【００１８】
【数３】
　
　
　
　
　
　
　
従って、上記式（１）（２）（３）を満たすように、研削砥石をＺ方向に切り込むように
研削砥石を同時４軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ、Ｃ）制御すればよい。上記の制御は図示せぬコンピュ
ータ等の制御手段により行う。
【００１９】
用いる研削砥石形状について図７により説明する。
工作物スピンドル４の回転軸と研削スピンドル２の回転軸（研削砥石２の回転軸）がなす
角度が直角の場合は、図７（ａ）（ｂ）に示すように研削砥石として円盤状の砥石、楕円
体状の砥石および球状の研削砥石を用いればよい。工作物スピンドル４の回転軸と研削ス
ピンドル２の回転軸（研削砥石２の回転軸）がなす角が４５度の場合は、図７（ｃ）（ｄ
）に示すように円柱状の砥石、楕円体状および球状の砥石を用いればよい。いずれも工作
物は高精度な球面（凹面）となる。
【００２０】
続いてマイクロレンズアレイの成形型の研削方法を行う際の条件について説明する。
工作物にガラスレンズ成形材料である超硬合金に同形状を研削加工した事例で説明する。
研削スピンドルには最大１０万ｒｐｍの空気静圧軸受けを用い４５度傾斜させ、砥石は外
径１．６ｍｍのダイヤモンド砥石を球状に成形して用いた。工作物上のレンズアレイの各
ピッチはΔＸ＝１．０ｍｍ、ΔＹ＝１．０ｍｍとし、レンズ数は５×３（計１５個）とし
た。曲率半径は０．８ｍｍとした。マイクロレンズアレイ成形型の３次元トポグラフィー
と、加工後に非接触表面粗さ計で測定した結果を図８に示す。この結果からも判るように
高精度なマイクロレンズアレイ成形型が得られる。
【００２１】
以上本発明に係る実施形態について説明したが、被加工材は上記した超硬合金に限定され
ることなく、種々の材料を対象とすることができる。また研削砥石もダイヤモンド砥石に
限定されることはない。また研削砥石をＸ軸とＹ軸を同時制御して円弧形状に軌跡を描か
せながら駆動する機構も種々の機構を採用することができる。
さらに、本発明はその精神または主要な特徴から逸脱することなく、他のいかなる形でも
実施できる。そのため、前述の実施形態はあらゆる点で単なる例示にすぎず限定的に解釈
してはならない。
【００２２】

10

20

30

40

50

(5) JP 3938540 B2 2007.6.27



【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、工作物を主軸（工作物スピンドル）に
取りつけ、その主軸の回転軸に対して直角または傾斜させて設置した研削スピンドルに設
けた研削砥石を工作物に押しつけ、さらに、主軸の回転軸と工作物の加工点の中心との距
離を一定に保ちながら、回転する工作物の回転と同じ方向で、かつ、同じ速度で研削砥石
を旋回させて凹面の球面形状の穴を精密加工し、さらに、工作物上の位置を変えて上記一
連の動作を複数回繰り返すことを特徴とするため、マイクロレンズアレイ成形型を高精度
に、良好な表面粗さに、良好なピッチ精度に精密研削することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るマイクロレンズアレイの成形型の研削方法に用いる装置の構成図で
ある。
【図２】図１の装置の工作物と砥石の拡大図である。
【図３】目標工作物（マイクロレンズアレイの成形型）の形状の例
【図４】マイクロレンズアレイにおける一つの球面形状（凹面）の穴を高精度に加工する
ための原理図（３次元図）である。
【図５】工作物の回転軸方向からみた正面図である。
【図６】砥石の軌跡の説明図である。
【図７】砥石形状の図である。
【図８】マイクロレンズアレイ成形型加工結果の例である。
【図９】従来の代表的なマイクロレンズアレイ成形型の精密加工方法の説明図である。
【符号の説明】
１　　　　工作物
１ａ　　　工作物の回転基準
２　　　　研削砥石
３　　　　研削スピンドル
４　　　　主軸（工作物スピンドル）
５　　　　主軸モータ
６　　　　Ｘ軸テーブル
７　　　　Ｙ軸テーブル
８　　　　Ｚ軸テーブル
９　　　　研削痕（球面状の穴）
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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